
目

次

教
育
委
員
会

○
青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
一

○
指
導
改
善
研
修
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（

同

）
…
二

○
学
校
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

同

）
…
三

○
青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
ス
ポ
ー
ツ

健

康

課
）
…
五

○
文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
職
員
福
利
課
）
…
五

○
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（

同

）
…
六

○
青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序

を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（

同

）
…
六

○
青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（

同

）
…
七

○
公
印
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
公
印
の
調
製
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
教
育
職
員
検
定
に
よ
る
教
科
に
関
す
る
科
目
及
び
教
職
に
関
す
る
科

目
等
の
単
位
修
得
方
法
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
九

教

育

委

員

会

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
県
立
岩
木
高
等
学
校
の
項
及
び
南
郷
校
舎
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
八
戸
水

産
高
等
学
校
の
項
中

「

「
を

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
青
森
商
業
高
等
学
校
の
項
中

」

」

「
青
森
市
東
造
道
一
丁
目
」
を
「
青
森
市
大
字
戸
山
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
青
森
県
立
八
戸
第
二
養
護
学
校
の
項
中

「

「
を

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の

」

」

よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
立
八
戸
高
等
支
援
学
校

八
戸
市
大
字

町

高
等
部

普
通
科

三
年

知
的
障
害

産
業
科

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

青
森
県
立
八
戸
水
産
高
等
学
校
の
情
報
通
信
科
は
、
改
正
後
の
青
森
県
立
学
校
学
則
別
表
第
一

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
当

該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第41号平成29年４月１日 土曜日

水
産
工
学
科

水
産
工
学
科

情
報
通
信
科

中
学
部

三
年

中
学
部

三
年

高
等
部

普
通
科

三
年

号
外
第
四
十
一
号

平
成
二
十
九
年

四
月
一
日

（
土
曜
日
）



る
。

３

施
行
日
の
前
日
に
青
森
県
立
八
戸
第
二
養
護
学
校
の
高
等
部
の
普
通
科
の
生
徒
で
あ
る
者
は
、

施
行
日
か
ら
青
森
県
立
八
戸
高
等
支
援
学
校
の
高
等
部
の
普
通
科
の
生
徒
と
な
る
も
の
と
す
る
。

指
導
改
善
研
修
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

指
導
改
善
研
修
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
導
改
善
研
修
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

学
校
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中

「□
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認

□
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長

を
」

「□
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認

□
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
（
□
再
度
の
延
長
）

に
、

」

「

外
国
滞
在
事
由

外
国
滞
在
中
の
所
属

先
の
名
称
(所
在
地
)

（

）

外
国
滞
在
事
由
の
継

続
す
る
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

を
」

「

外
国
滞
在
事
由

（

）

外
国
滞
在
中
の
所
属

先
の
名
称
(所
在
地
)

（

）

外
国
滞
在
事
由
の
継

続
す
る
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

に
、

」

「５
既
に
配
偶
者
同
行
休
業

を
し
た
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

を
」

「５
既
に
配
偶
者
同
行
休
業

を
し
た
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

⎡
う
ち
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
の
場
合
に
お
け
る
⎤

｜
｜

⎣
当
初
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間

年
月

日
ま
で
⎦

に
改
め
、

」

同
様
式
の
注
の
５
を
６
と
し
、
４
を
５
と
し
、
３
中
「
延
長
す
る
」
を
「
初
め
て
延
長
す
る
」
に
改

め
、
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
申
請
に
係
る
配
偶

者
欄
の
外
国
滞
在
事
由
欄
の
最
上
欄
の
括
弧
内
に
、
当
該
延
長
が
必
要
な
事
情
を
記
入
す

る
こ
と
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
、
「
第
十
八
条
、
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
、
第

二
十
条
」
に
、
「
第
二
十
条
〜
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
一
条
〜
第
二
十
五
条
」
に
、
「
第
二
十

五
条
〜
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
六
条
〜
第
三
十
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

社
会
的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
教
員
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
熱
意
と
識
見
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
証
明
す
る
推
薦
書
（
第
二
十
四
号
様
式
）

六

申
請
理
由
書
（
第
二
十
五
号
様
式
）

第
二
十
九
条
中
「
第
二
十
四
号
様
式
」
を
「
第
二
十
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と

し
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
章
中
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
七
条

免
許
法
別
表
第
八
に
よ
り
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
で
、
免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表
備
考
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
（
免

許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の
表

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
免
許
状
の
種
類
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
免
許
状
及
び
第
三
欄
に
掲
げ
る
在
職
年

数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
含
め
て
第
五
欄
に
掲
げ
る
単
位
を
修
得

す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
五
欄

受
け
よ
う
と
す

る
免
許
状
の
種

類

有
す
る
こ
と
を
必
要

と
す
る
学
校
の
免
許

状

受
け
よ

う
と
す

る
免
許

状
に
関

す
る
在

職
年
数

教
科
に

関
す
る

科
目

教
職
に

関
す
る

科
目

教
科
又

は
教
職

に
関
す

る
科
目

最
低
修

得
単
位

数

小
学
校
教
諭
の

二
種
免
許
状

幼
稚
園
教
諭
の
普
通

免
許
状

一

一
〇

一
〇

中
学
校
教
諭
の
普
通

免
許
状

一

九

九

中
学
校
教
諭
の

二
種
免
許
状

小
学
校
教
諭
の
普
通

免
許
状

一

七

四

一
一

二

五

三

八

高
等
学
校
教
諭
の
普

通
免
許
状

一

三

三

六

高
等
学
校
教
諭

の
一
種
免
許
状

中
学
校
教
諭
の
普
通

免
許
状
（
二
種
免
許

状
を
除
く
。
）

一

三

六

九

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「
（第

２
０
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
１
条
関
係

）
」
に
改

め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「
（第

２
１
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
２
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
中
「
（第

２
２
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
３
条
関
係

）
」
に

改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「
（第

２
３
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
４
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「
（第

２
４
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
５
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
中
「
（第

２
５
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
６
条
関
係

）
」
に

改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「
（第

２
６
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
７
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「
（
第
二
十
七
条
関
係
）
」
を
「
（
第
二
十
八
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
中
「
（第

２
８
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
９
条
関

係

）
」
に
改
め
る
。

（ ）3 青 森 県 報 号外第41号平成29年４月１日 土曜日



「任
命
権
者

第
二
十
三
号
様
式
中
「推

薦
者

」
を

に
、

（推
薦
者

）
」

「申
請
免
許
状

教
諭
特
別
免
許
状

（教
科
・
事
項

）

推
薦
理
由

を
」

「申
請
免
許
状

教
諭
特
別
免
許
状

（教
科
・
事
項

）

配
置

（予
定

）校

配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
校
教
育
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
と
認
め
る
理
由

配
置

（予
定

）校
に
お
け
る
授
与
候
補
者
の
研
修
計
画

に
改
め
る
。

」

第
二
十
四
号
様
式
中
「
（第

２
９
条
関
係

）
」
を
「
（第

３
０
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を

第
二
十
六
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

（ ）4青 森 県 報 号外第41号平成29年４月１日 土曜日



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
七
月

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
十
五
万
八
千
円
」
を
「
十
五
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
費
用
弁
償
）

第
六
条

校
医
及
び
薬
剤
師
の
費
用
弁
償
は
、
特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
四
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
費
用
弁
償
の
額
は
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
九
月
青

森
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

第
四
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
⑶
中
岩
木
高
等
学
校
の
項
及
び
八
戸
北
高
等
学
校
南
郷
校
舎
の
項
を
削
り
、
同
表
八

戸
第
二
養
護
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八
戸
高
等
支
援
学
校
八

高
支

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
（
昭
和
五
十

五
年
五
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
」
を
「
青
森
県
教
育
委
員
会
事

務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
二
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
規
則
に

よ
る
改
正
前
の
青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
」
に
、
「
三
上
盛
一
」
を

「
和
嶋
延
寿
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関
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青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
総
括
主
幹
」
を
「
副
参
事
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
各
課
共
通
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

所
属
職
員
の
旅
行
命
令
及
び
復
命
に
関
す
る
こ
と
（
外
国
旅
行
及
び
長
の
県
外
旅
行
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

三

午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

五

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
五
分
ま
で

六

午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
六
時
ま
で

第
二
号
様
式
の
十
二
中

「

□
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
□
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長

を
」

「□
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認

□
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
（
□
再
度
の
延
長
）

に
、

」

「

外
国
滞
在
事
由

外
国
滞
在
中
の
所
属

先
の
名
称
(所
在
地
)

（

）

外
国
滞
在
事
由
の
継

続
す
る
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

を
」

「
外
国
滞
在
事
由

（

）

外
国
滞
在
中
の
所
属

先
の
名
称
(所
在
地
)

（

）

外
国
滞
在
事
由
の
継

続
す
る
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

に
、

」
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「５
既
に
配
偶
者
同
行
休
業

を
し
た
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

を
」

「５
既
に
配
偶
者
同
行
休
業

を
し
た
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

⎡
う
ち
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
の
場
合
に
お
け
る
⎤

｜
｜

⎣
当
初
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間

年
月

日
ま
で
⎦

に
改
め
、

」

同
様
式
の
注
の
５
を
６
と
し
、
４
を
５
と
し
、
３
中
「
延
長
す
る
」
を
「
初
め
て
延
長
す
る
」
に
改

め
、
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
申
請
に
係
る
配
偶

者
欄
の
外
国
滞
在
事
由
欄
の
最
上
欄
の
括
弧
内
に
、
当
該
延
長
が
必
要
な
事
情
を
記
入
す

る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
次
の
表
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会

文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

公

印

の

名

称

公

印

の

印

影

青
森
県
立
岩
木
高
等
学
校
長
印

青
森
県
立
岩
木
高
等
学
校
印
（
正

印
）

青
森
県
立
岩
木
高
等
学
校
印
（
副

印
）

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
次
の
表
に
掲
げ
る
公
印
を
作
成
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書

取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

公

印

の

名

称

公

印

の

印

影

（ ）8青 森 県 報 号外第41号平成29年４月１日 土曜日



青
森
県
立
八
戸
高
等
支
援
学
校
長
印

青
森
県
立
八
戸
高
等
支
援
学
校
印

（
正
印
）

青
森
県
立
八
戸
高
等
支
援
学
校
印

（
副
印
）

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号
（
教
育
職
員
検
定
に
よ
る
教
科

に
関
す
る
科
目
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
修
得
方
法
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

別
表
（
十
九
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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市
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目
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番
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号
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所
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水
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